
 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位  

 

廿日市市と広島労働局が強力なタッグを組みます！ 

～廿日市市・広島労働局 雇用対策協定締結式～ 
 
廿日市市（市長 松本

ま つ も と

 太郎
た ろ う

）と厚生労働省広島労働局（局長 釜石
か ま い し

 英雄
ひ で お

）は、急速に進む人手不

足の解消を軸に、産業基盤の整備と人材育成など産業施策と一体となった雇用対策を推進すること

を目的として、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律に基づく雇用対策協定を締結することとしました。 

ついては、下記によりこの協定の締結式を行いますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 日時 

令和６年６月２１日（金）１０：００～１１：００ 

２ 会場 

廿日市市役所 ３階 政策審議室 

３ 内容 

（１）廿日市市雇用対策協定の概要説明 

（２）廿日市市長と広島労働局長による協定書署名（写真撮影） 

 

【廿日市市雇用対策協定の概要】 

１ 目的 

  「人にやさしく、ともに成長を実感できるまちへ」、「“もっとまちの未来へ”更なる進化に向けた挑戦」

を掲げる廿日市市と、全国ネットワークを生かして労働市場のセーフティネットを担う厚生労働省広島労

働局が相互に連携して、地域の強みを生かした雇用の拡大、人材の育成など産業施策と一体となった雇用

対策を推進する。 

２ 内容 

（１）連携体制の強化による総合的な雇用対策の推進、地域産業等に対する人材確保支援、若年者及び就職

氷河期世代に対する就職支援、ＵＩＪターン就職の促進、女性の活躍促進、子育て中の方に対する就職

支援、高年齢者、障がい者、外国人等への就職支援、生活困窮者等の社会的自立に向けた就労支援など

連携体制の強化による総合的な雇用対策を推進する。 

（２）具体的な取組については、廿日市市と広島労働局が共同で設置する運営協議会において、毎年度「事業

計画」を定め、実施する。 

広島労働局 
Press Release 

令和６年６月４日 

【照会先】 

廿日市市産業部産業振興課     広島労働局職業安定部 職業安定課 

課長     原田 哲哉      課長     吉川 達也 

係長     原田 大輔      課長補佐   武田 真典   

（電話）0829 (30) 9140      （電話）082（502）7831        


